
消費生活センターだより
松浦市消費生活センター　☎内線180

災害に便乗した悪質な修理業者にご注意を

台風や地震などの災害に便乗し、不必要な住宅修理を火災保険などの損害保険を使って、「自己

負担なく修理ができる」と勧誘する住宅修理サービス業者に関する相談が多く寄せられています。

【事例】
　・クーリングオフをしたところ、申し込み時に説明がなかった手数料を支払うように言われた。
　・保険金が少なくすぐに工事を頼めないと言ったら違約金を請求された。
　・うその理由で保険金を請求すると言われた。
　・修理の必要がないのに不具合があるかのように言われた。

【一言アドバイス】
　・「保険金が使えるので負担はない」などと勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう。
　・災害による被害を受けたら、慌てずに複数の業者から工事の見積もりを取り検討しましょう。
　・また、保険の適用対象となるか、申請はどのようにするかを自身が加入している保険会社に
　　確認しましょう。
　・うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。

おかしいなと思ったときは、消費生活センターにご相談ください。
消費生活センターでは、市民相談も受け付けております。
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わくわく・おでかけ券の申請受付を始めます
長寿介護課長寿支援係 ☎内線 192・193

令和 3 度中に利用できる　わくわく・おでかけ券（外出支援券と施設利用券）の申請受付を、
5月10日（月）から市役所の開庁日に長寿介護課・福祉事務所・各支所および出張所で行います。
　なお、受付開始当初は、窓口が混み合うことが予想されます。交付までお待ちいただく場合も
ありますが、ご了承願います。

【申込受付期間】　5月10日（月）～令和4年3月31日（木）

【交付内容】
　◆外出支援券（一枚100円券） ：5,000円分 (離島は、8,000円分 )　　
　◆施設利用券（一枚100円券） ：5,000円分

【対象者】松浦市に住所がある在宅の人で次の①または②の要件に該当する人
　①70歳以上の人
　※申請時は69歳でも年度内に70歳になる人（昭和26年4月2日～昭和27年4月1日
　　生まれの人も5月10日から交付します）も対象になります。
　②身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
　※①・②のうち介護保険施設に入所している人は対象外となります。

【申請に必要なもの】
　《70歳以上の人》   
　　・印鑑　・本人を証明するもの（運転免許証・保険証など）
　《70歳未満で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人》
　　・印鑑　・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

　《代理申請の場合》
　　・対象者本人からの委任状（本人の自署・押印が必要）※任意の様式で可
　　・対象者本人および代理人の身分を証明するもの（運転免許証・保険証・障害者手帳など）
　　・代理人の印鑑

【注意事項】
　　・申請は年度内に１人１回限りです。　
　　・市が指定した交通機関および施設・事業のみ利用できます。
　　・交付を受けた対象者本人のみが利用できます。他人に譲渡はできません。
　　・通貨等との換金はできません。
　　・交付日以降の利用分から対象となります。
　　※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため交付日を延期する場合があります。


